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日本年金機構の職員の募集について 

 

 

本委員会においては、本年１１月より、日本年金機構の設立に向けて

検討を行ってきたところであるが、今般、日本年金機構法（平成１９年

法律第１０９号）附則第５条第２項の規定に基づく機構の職員の労働条

件及び採用の基準（別添１及び別添２）を定めたので、社会保険庁の職

員にこれらを提示の上、機構の職員の募集を行われたい。 

なお、同法附則第８条第２項の規定に基づき作成される名簿には、職

員から提出された誓約書（別添３）のほか、今後、職員採用審査会から

提示される書類等必要な書類を添付し、平成２１年２月１６日までに提

出されたい。 

 


